
質疑応答書 

 
令和６年 4 月 17 日 

茨城県後期高齢者医療広域連合長 

 

 

入札（見積）人住所    

商号又は名称       

質問者氏名        

 

次のとおり質問があるので、回答いただきたく提出します。 

件名 令和６年度重複投薬・多剤投与者指導業務委託の仕様内容に関する質問 

質問 ①受注者への提供データには「連絡先電話番号」は含まれておりますでしょう

か。 

 

②受注者への提供データに「連絡先電話番号」が含まれる場合、 

「事前連絡、日程調整」のうえ訪問という運用でもよろしいでしょうか。 

 

③「通知書、案内文書及び専用封筒（以下、「通知書等」という。）の作成及び

送付」に「同意書」とあります。 

これは個人情報の取扱いに関する同意取得という理解でよろしいでしょう

か。 

弊社では口頭同意を標準運用としておりますが、対象者による同意書記入や

記入済み同意書の回収が必要でしょうか。 

回答 ①受注者への提供データには「連絡先電話番号」は含まれておりません。  

オレオレ詐欺等への警戒心から電話が繋がらない現状にあることから 

「事前連絡、日程調整」を行わず訪問をお願いいたします。 

②上記①に準じます。 

③個人情報について訪問時に同意書に対象者の署名をお願いいたします。 

事業完了時に茨城県後期高齢者医療広域連合に提出頂き保管いたします。 

 

※本書は、入札説明書に記載されている期限までの受付とする。それ以降の提出については

無効とする。 

 


